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2025 年 7 月 4 日 

各 位 
会  社  名  日 本 曹 達 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長  阿  賀 英  司  

（コード番号 4041 東証プライム） 
問合せ先  総 務 部 長  片  岸 豊  信  

（TEL 03-6366-1920） 
 

（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について 
 
 2025 年 7 月 3 日付で公表いたしました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお

知らせ」の記載内容に一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 
１．訂正の理由 

 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」提出後に、記載内容の一部に誤

りがあることが判明したため、これを訂正するものです。 
 
２．訂正の内容 
 訂正箇所は、「１．本自己株式処分の概要」及び「２．本自己株式処分の目的および理由」です。訂

正箇所には下線を付して表示しています。 
 
 【訂正前】 
 
１．本自己株式処分の概要 

(1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 

(2) 処分する株式の種類および数 当社普通株式 10,676 株 

(3) 処分価額 1 株につき 3,145 円 

(4) 処分総額 33,576,020 円 

(5) 
 

処分先およびその人数 
ならびに処分株式の数 

取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および 
非常勤取締役を除く） 4 名 6,866 株 

執行役員 10 名 3,810 株 

 
２．本自己株式処分の目的および理由 

（略） 
その上で、当社は、本日開催の取締役会において、割当対象者 14 名に対し、本制度の目的、当社の

業績その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 33,576,020 円（以下、「本金銭報酬債権」といい

ます。）を支給するとともに、当社普通株式 10,676 株（以下、「本割当株式」といいます。）を処分す

ることを決議いたしました。 
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 【訂正後】 
 
１．本自己株式処分の概要 

(1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 

(2) 処分する株式の種類および数 当社普通株式 11,598 株 

(3) 処分価額 1 株につき 3,145 円 

(4) 処分総額 36,475,710 円 

(5) 
 

処分先およびその人数 
ならびに処分株式の数 

取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および 
非常勤取締役を除く） 4 名 7,788 株 

執行役員 10 名 3,810 株 

 
２．本自己株式処分の目的および理由 

（略） 
その上で、当社は、本日開催の取締役会において、割当対象者 14 名に対し、本制度の目的、当社の

業績その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 36,475,710 円（以下、「本金銭報酬債権」といい

ます。）を支給するとともに、当社普通株式 11,598 株（以下、「本割当株式」といいます。）を処分す

ることを決議いたしました。 
 
 

以 上 


